
戸田市上下水道事業

戸田の暮らしをうるおす上下水道事業広報紙

ここ、なんの施設？
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下
水
道
使
用
料
が

改
定
さ
れ
ま
す

特集



　

下
水
道
は
市
民
生
活
に
不
可
欠
な
ラ
イ
フ

ラ
イ
ン
で
あ
り
、
将
来
に
わ
た
り
持
続
さ
せ
、

次
世
代
に
引
き
継
い
で
い
か
な
く
て
は
な
り

ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
、
今
年
４
月
に
今
後
の
下
水
道
事

業
の
方
向
性
を
定
め
る
た
め
、
計
画
期
間
10

年
間
の「
下
水
道
ビ
ジ
ョ
ン
」と
、
個
別
計
画

と
し
て
「
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
基
本
計

画
」「
中
・
長
期
事
業
計
画
」「
経
営
計
画
」
を

策
定
し
ま
し
た
。
こ
の
な
か
で
必
要
と
さ
れ

る
事
業
を
基
に
収
支
を
試
算
し
た
結
果
、
使

用
料
の
改
定
が
必
要
で
あ
る
と
算
定
さ
れ
ま

し
た
。

　

公
営
企
業
で
あ
る
下
水
道
事
業
は
、
市
の

会
計
と
別
の
会
計
を
設
け
、
汚
水
処
理
に
係

る
費
用
は
下
水
道
使
用
料
で
賄
う
独
立
採
算

が
原
則
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
本
市

で
は
、
こ
の
費
用
を
使
用
料
だ
け
で
ま
か
な

う
こ
と
が
で
き
ず
、
市
の
一
般
会
計
か
ら
の

補
助
金
に
よ
り
赤
字
を
補
て
ん
し
て
い
ま
し

た
。
赤
字
補
て
ん
の
額
は
こ
れ
ま
で
も
経
営

の
効
率
化
を
図
る
こ
と
で
、
で
き
る
だ
け
圧

縮
し
て
き
た
も
の
の
、
平
成
27
年
度
決
算
に

お
い
て
約
2
億
1
千
万
円
、
平
成
28
年
度
予

算
に
お
い
て
約
1
億
7
千
万
円
に
達
し
て
い

ま
す
。

　

ま
た
今
後
、
老
朽
化
す
る
施
設
等
の
大
規

模
な
改
築
更
新
、震
災
等
発
生
時
の
復
旧
、未

整
備
地
区
の
整
備
等
、
多
額
の
財
源
が
必
要

と
な
り
ま
す
が
、
現
在
は
そ
の
た
め
の
積
立

金
が
確
保
で
き
て
い
な
い
状
況
で
す
。
さ
ら

に
、事
業
の
借
金
で
あ
る
起
債
残
高
は
平
成
27

年
度
決
算
値
で
約
87
億
円
に
達
し
て
い
ま
す
。

　

未
来
に
向
け
安
全
で
安
心
な
下
水
道
を
次

世
代
に
引
き
継
い
で
い
く
た
め
に
は
、
経
営

の
さ
ら
な
る
健
全
化
が
求
め
ら
れ
て
い
ま

特集

戸
田
市
は
平
成
12
年
の
下
水
道
使
用
料
改
定
以
来
、16
年
に
わ
た
っ
て
現
在
の
下
水
道
使
用
料
で
事
業
を
運
営
し
て
き
ま
し
た
。

こ
の
た
び
、老
朽
化
す
る
施
設
の
更
新
や
震
災
等
発
生
時
の
復
旧
に
備
え
る
た
め
、平
成
２９
年
４
月
１
日
か
ら
新
た
な
下
水
道
使
用
料
と
な
り
ま
す
。

使
用
者
の
皆
さ
ま
に
は
ご
負
担
を
お
願
い
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
が
、本
市
の
下
水
道
を
将
来
に
わ
た
り
持
続
さ
せ
て
い
く
た
め
、ご
理
解
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

戸
田
市
下
水
道
事
業
の

現
状
と
使
用
料
の
改
定

●
改
定
の
経
緯

中
・
長
期
的
な
計
画
の
策
定

2

　　　　　 　　　　　　　　 　
汚水排除量　              金額（1㎥当たり）

　　　　　　　  0㎥～ 10㎥ 一律  648 円
 11㎥～ 20㎥ 12.96 円
 21㎥～ 50㎥ 59.40 円
 51㎥～ 100㎥ 76.68 円
 101㎥～ 200㎥ 84.24 円
 201㎥～ 500㎥ 104.76 円
 501㎥～ 1,000㎥ 118.80 円
 1,001㎥～5,000㎥ 146.88 円
 5,001㎥以上 168.48 円
  公衆浴場汚水  21.60 円

一
般
汚
水

平成28年度
現在の下水道使用料
（1ヵ月分）



す
。
そ
こ
で
、「
独
立
採
算
の
確
立
」「
適
切
な

積
立
金
の
確
保
」「
起
債
残
高
の
圧
縮
」
を
目

指
し
、
平
均
改
定
率
30
％
の
下
水
道
使
用
料

改
定
を
お
願
い
す
る
も
の
で
す
。

　
「
下
水
道
ビ
ジ
ョ
ン
」を
基
に
、
学
識
経
験
者

や
市
民
で
構
成
さ
れ
る「
上
下
水
道
事
業
経
営

審
議
会
」
に
使
用
料
改
定
の
検
討
を
お
願
い

し
、改
定
の
方
向
性
に
つ
い
て
答
申
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。
そ
の
後
、こ
の
方
向
性
に
つ
い
て

の
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
を
実
施
し
、市
民

や
事
業
者
の
皆
さ
ま
か
ら
貴
重
な
ご
意
見
が

寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
９
月
の
市
議

会
で
審
議
の
う
え
議
決
を
い
た
だ
い
た
と
こ

ろ
で
す
。

議
決
ま
で
の
経
緯

平均改定率は30％です。
一般家庭のモデルケースとして、１ヵ月で水量 20㎥使用した場合の使用料は１,００４円となり、

現行の７７７円から２２７円の改定となります。
使用料体系を見直し、全ての皆さまに負担していただく基本使用料と
汚水排除量に応じて負担していただく従量使用料とに区別しました。

従量使用料は汚水排除量が多くなるほど単価が上がる逓
ていぞうせい

増制となっています。

下水道使用料の請求方法
　２ヵ月に１度実施している水
道メーターの検針結果を基に、
水道と同じ水量を下水道の汚
水排除量として下水道使用料
を計算します。請求の際には
水道料金と下水道使用料を合
算した金額を請求させていた
だきます。

平成29年
4月1日以降の
下水道使用料
（1ヵ月分）

※ご注意（1）
検針票の水量が奇
数の場合は、割り
切れなかった分の
水量を①に加えて
１ヵ月分の水量と
します。

使用料金表に従い①②それぞれの使用料を求めます。

　水道メーターの検針は
２ヵ月に１度実施しています
ので、２ヵ月分をまとめて
請求させていただきます。

3

下水道使用料の計算方法　計算例：２ヵ月で水量４1㎥使用した場合
検針票（水道使用量等のお知らせ）記載の水量を２つに分けて１ヵ月分
の水量を求めます。 ２ヵ月分４1㎥→※１ヵ月分①21㎥、１ヵ月分②20㎥

※ご注意（2） 検針票には水道料金と下水道使用料を合算した金額が請求予定金額として表示されます。
（水道口径20㎜で２ヵ月４1㎥（１ヵ月21㎥と20㎥）使用した場合の水道料金4,168円）
下水道使用料（２,０90円）　+　水道料金（4,168円）　＝　請求予定金額（6,258円）

１,０86.４8円　+　１,００４.４円　＝　２,０90円

①②それぞれの使用料を合算した金額が請求させていただく下水道使用
料となります。

（1円未満の端数切捨て）

請求させていただく下水道使用料１ヵ月分②１ヵ月分①

STEP

1

STEP

3

   １ヵ月分①
 基本使用料 ─ 648 円
 従量使用料 0 ～ 10㎥ 11.88 円× 10㎥＝ 118.8 円
 従量使用料 11 ～ 20㎥ 23.76 円× 10㎥＝ 237.6 円
 従量使用料 21 ～ 50㎥ 82.08 円× 1㎥＝ 82.08 円
 合計 21㎥使用 1,086.48 円

    １ヵ月分②
 基本使用料 ─ 648 円
 従量使用料 0 ～ 10㎥ 11.88 円× 10㎥＝ 118.8 円
 従量使用料 11 ～ 20㎥ 23.76 円× 10㎥＝ 237.6 円
 合計 20㎥使用 1,004.4 円

☞6 ページに、より簡単に下水道使用料を算出できる早見表を用意しました。

STEP

2

※上記の表は、消費税が加算された金額となっています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　従量使用料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 汚水排除量　          金額（1㎥当たり）
 1㎥～ 10㎥ 11.88 円
 11㎥～ 20㎥ 23.76 円
 21㎥～ 50㎥ 82.08 円
 51㎥～ 100㎥ 103.68 円
 101㎥～ 200㎥ 114.48 円
 201㎥～ 500㎥ 142.56 円
 501㎥～ 1,000㎥ 162.00 円
 1,001㎥～ 5,000㎥ 199.80 円
 5,001㎥以上 228.96 円
  公衆浴場汚水  21.60 円

基本使用料

648円

一
般
汚
水

平成29年4月1日より下水道使用料が改定されます。



来
年
の
4
月
1
日
か
ら
下

水
道
使
用
料
が
改
定
さ
れ

る
み
た
い
ね
。

　

と
こ
ろ
で
、2
、3
ペ
ー
ジ
の
特
集

の
中
に
あ
っ
た
独
立
採
算
っ
て
何
で

す
か
？

戸
田
市
の
下
水
道
事
業
は

地
方
財
政
法
と
地
方
公
営

企
業
法
に
基
づ
く
公
営
企
業
な
ん

だ
。
法
律
で
は
公
営
企
業
は
市
の
会

計
か
ら
独
立
し
、
使
用
料
を
は
じ
め

と
す
る
事
業
の
収
入
に
よ
り
経
費

を
ま
か
な
う
こ
と
が
定
め
ら
れ
て

い
る
よ
。下
水
道
事
業
の
場
合
は
、汚

水
処
理
に
係
る
費
用
は
使
用
料
で

ま
か
な
う
こ
と
が
原
則
と
な
っ
て
い

る
ん
だ
。で

も
、今
ま
で
は
使
用
料
だ

け
で
は
足
り
て
な
か
っ
た

の
よ
ね
。そ

う
、足
り
な
い
分（
赤
字
の

分
）
は
税
金（
一
般
会
計
か
ら

の
補
助
金
）で
補
っ
て
い
た
ん
だ
。

　

事
業
の
赤
字
を
税
金
で
補
う
の

は
、本
来
の
原
則
に
沿
わ
な
い
か
ら
、

会
計
監
査
で
も
改
善
す
る
よ
う
求

め
ら
れ
て
い
る
ん
だ
。

じ
ゃ
あ
、
改
善
し
な
い
と
い

け
な
い
の
ね
。

　

2
、
3
ペ
ー
ジ
で
施
設
の
更
新
と

か
の
説
明
が
あ
っ
た
け
ど
、
更
新
っ

て
そ
ん
な
に
必
要
か
な
？

戸
田
市
の
下
水
道
事
業
は
、

事
業
を
始
め
て
か
ら
47
年

経
っ
た
ん
だ
け
ど
、一
方
で
、
下
水
道

管
の
耐
用
年
数
は
約
50
年
と
い
わ
れ

て
い
る
ん
だ
よ
。

じ
ゃ
あ
、そ
ろ
そ
ろ
下
水
道
管

の
寿
命
が
来
る
っ
て
こ
と
？

そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
ね
。

で
き
る
だ
け
長
く
使
え
る

よ
う
に
、い
ろ
ん
な
工
夫
を
し
て
頑
張

っ
て
い
る
ん
だ
け
ど
、こ
れ
ま
で
に
整

備
し
た
下
水
道
管
や
施
設
も
、
こ
れ

か
ら
次
々
と
新
し
く
し
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
ん
だ
。ほ
か
に
も
、大

規
模
地
震
な
ど
災
害
に
備
え
る
た
め

に
も
積
立
金
を
確
保
す
る
必
要
が
あ

る
ん
だ
よ
。こ

れ
か
ら
も
ず
っ
と
安
心
し

て
下
水
道
を
使
う
た
め
に
も

使
用
料
の
改
定
が
必
要
な
ん
だ
ね
。

　

と
こ
ろ
で
、
今
回
の
改
定
で
何
が

変
わ
っ
た
の
？ 

大
き
な
と
こ
ろ
で
は
、
基
本

使
用
料
と
従
量
使
用
料
を
明

確
に
区
別
し
た
ん
だ
。

　

例
え
ば
、
今
ま
で
は
１
ヵ
月
の
汚

水
排
除
量（
以
下
、水
量
と
い
い
ま
す
）が

10
㎥
以
下
の
場
合
は
水
量
に
か
か
わ

ら
ず
6
4
8
円（
税
込
）
だ
っ
た
ん
だ

け
ど
、
今
回
の
改
定
で
、
6
4
8
円

（
税
込
）の
基
本
使
用
料
に
加
え
て
、水

量
に
応
じ
た
従
量
使
用
料
を
負
担

し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
る
よ
。

「
基
本
使
用
料
」と「
従
量
使

用
料
」っ
て
何
？

基
本
使
用
料
は
水
量
に
関

係
な
く
、ど
こ
の
お
家
も
同

じ
金
額
で
負
担
し
て
い
た
だ
く
も
の

だ
よ
。

　

一
方
で
、
従
量
使
用
料
は
水
量
に

よ
っ
て
負
担
し
て
い
た
だ
く
金
額
が

変
わ
る
も
の
な
ん
だ
。そ
れ
に
、水
量

が
増
え
る
の
に
従
っ
て
使
用
料
の
単

価
が
上
が
る
逓て

い
ぞ
う
せ
い

増
制
に
な
っ
て
い
る

よ
。

ど
う
し
て
水
量
に
よ
っ
て

使
用
料
が
変
わ
る
の
？

戸田市在住
知りたがりの中学生
めぐみちゃん

1,004円 平成29年4月1日以降の
下水道使用料 1ヵ月分
（請求は2ヵ月毎となります）

4



水
量
が
増
加
す
る
と
下

水
道
施
設
に
か
か
る
負
担

が
大
き
く
な
る
か
ら
、
そ
の
分
た
く

さ
ん
の
お
金
が
必
要
な
ん
だ
。
だ
か

ら
、
い
っ
ぱ
い
お
水
を
流
し
た
お
家

に
は
、
そ
の
分
多
く
の
負
担
を
お
願

い
す
る
こ
と
に
な
る
よ
。

う
ち
は
1
ヵ
月
で
20
㎥
使

用
し
て
い
る
ん
だ
け
ど
、

改
定
後
は
い
く
ら
に
な
る
の
か
な
。

１
ヵ
月
で
20
㎥
使
用
し

た
場
合
の
使
用
料
は

１
０
０
４
円
（
税
込
）
だ
よ
。
だ
か

ら
、
こ
れ
ま
で
の
7
7
7
円
（
税
込
）

と
比
較
し
て
2
2
7
円
の
改
定
に

な
る
よ
。そ
れ
で
も
戸
田
市
は
、県
内

や
東
京
23
区
と
比
べ
て
も
、
ま
だ
ま

だ
一
番
安
い
ん
だ
よ
。

え
？　

改
定
し
た
後
で
も
、

他
の
ま
ち
よ
り
安
い
の
？

そ
う
だ
よ
。
で
も
、お
水
は

大
切
な
資
源
だ
か
ら
大
事

に
使
お
う
ね
。

下
水
道
施
設
に
か
か
る
負

担
も
減
る
し
ね
！

戸田市上下水道の
情報エキスパート
みずのさん

下水道使用料が改定されます

777円平成 28年度
現在の下水道使用料 1ヵ月分
（請求は2ヵ月毎となります）

平均的な家庭の現在の
下水道使用料

今回は、2、3ページで特集した下水道使用料
の改定についてお話しましょう。なぜ改定さ
れるのか、改定後はご家庭の使用料がいくらぐ
らいになるのかなど、詳しく説明していきます。

5

戸田市の下水道使用料（20㎥／1ヵ月）は、30％の改定後も
埼玉県内、東京都（23区）と比較して最も安い。

一般家庭上下水道使用料金（水道口径２０㎜、20㎥／1ヵ月 税込み）
（単位：円）

■水道料金
■下水道使用料

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

5,848

3,434

2,414 2,030

2,764

4,794

1,678

2,775

4,453

1,285

2,430

3,715

1,239

1,951

3,190

1,004

2,019

3,023

777

2,019

2,796

さいたま市 東京都
（23区）

川口市 蕨市 和光市
（県内2位）

戸田市
（30％改定後）

戸田市
（現行）



検針票（2ヵ月分）の
水量から改定後の

使用料がいくらになるか
わかります。

6

平成２８年９月に開催された平成28年第４回戸田市議会定例会において、
上下水道事業の平成27年度決算が認定されました。

下水道使用料早見表（２ヵ月分）　平成２９年４月１日から　単位：水量（㎥）　使用料（円・税込）
 水量 使用料 水量 使用料 水量 使用料 水量 使用料 水量 使用料
 0  1,296  20  1,533  40  2,008  60  3,650  80  5,292 
 1  1,307  21  1,557  41  2,090  61  3,732  81  5,374 
 2  1,319  22  1,581  42  2,172  62  3,814  82  5,456 
 3  1,331  23  1,604  43  2,255  63  3,896  83  5,538 
 4  1,343  24  1,628  44  2,337  64  3,978  84  5,620 
 5  1,355  25  1,652  45  2,419  65  4,060  85  5,702 
 6  1,367  26  1,676  46  2,501  66  4,142  86  5,784 
 7  1,379  27  1,699  47  2,583  67  4,224  87  5,866 
 8  1,391  28  1,723  48  2,665  68  4,307  88  5,948 
 9  1,402  29  1,747  49  2,747  69  4,389  89  6,030 
 10  1,414  30  1,771  50  2,829  70  4,471  90  6,112 
 11  1,426  31  1,794  51  2,911  71  4,553  91  6,194 
 12  1,438  32  1,818  52  2,993  72  4,635  92  6,276 
 13  1,450  33  1,842  53  3,075  73  4,717  93  6,359 
 14  1,462  34  1,866  54  3,157  74  4,799  94  6,441 
 15  1,474  35  1,890  55  3,240  75  4,881  95  6,523 
 16  1,486  36  1,913  56  3,322  76  4,963  96  6,605 
 17  1,497  37  1,937  57  3,404  77  5,045  97  6,687 
 18  1,509  38  1,961  58  3,486  78  5,127  98  6,769 
 19  1,521  39  1,985  59  3,568  79  5,209  99  6,851 

 
 水道事業  
 収益的収入（税抜） 水道事業収益　計 2,488,954
  1. 水道料金 2,016,316
  2. 分担金等 336,058
  3. その他 136,580
  
 収益的支出（税抜） 水道事業費用　計 2,228,125
  1. 県から水を買う費用 787,853
  2. 減価償却費 674,506
  3. 水を送り届ける費用 511,421
  4. 借入金の利息 136,530
  5. 人件費 117,815
  
 純利益  260,829

 資本的収入（税込） 資本的収入　計 35,124
  1. 工事負担金 26,593
  2. その他 8,531
  
 資本的支出（税込） 資本的支出　計 904,808
  1. 工事等費用 517,541
  2. 借入金元本の返済 387,267
  
 不足額  △ 869,684

水量は
ここにあります。

この使用料と
比べてみて
ください

　収益的収支：1年間でどれだけ利益が出たのか、損が生じたのかが
わかります。いずれの事業も収入は皆さまからいただいた水道料金、
下水道使用料などです。水道事業では約2億6,083万円の純利益が生
じましたが、下水道事業では約6,254万円の純損失が生じました。
　資本的収支：施設を造ったり更新するためのお金や借金の差引を表

しています。収入は主に企業債などの借金です。水道事業では新たな 
借金をしていませんので負担金収入などがわずかにあるだけです。い
ずれの事業も支出に対して収入が不足していますが、純利益や減価償
却費などの内部留保資金などで補てんしました。

単位（千円）
 下水道事業  
 収益的収入（税抜） 下水道事業収益　計 2,608,584
  1. 下水道使用料 1,004,436
  2. 負担金・補助金 969,337
  3. その他 634,811
  
 収益的支出（税抜） 下水道事業費用　計 2,671,127
  1. 減価償却費 1,289,191
  2. 県へ支払う負担金 555,670
  3. 施設を維持するための負担金 555,035
  4. 借入金の利息 211,989
  5. 人件費 59,242
  
 純損失  △ 62,543
 
 資本的収入（税込） 資本的収入　計 1,061,614
  1. 企業債 896,800
  2. 国・県補助金 97,030
  3. 工事負担金 45,433
  4. その他 22,351
  
 資本的支出（税込） 資本的支出　計 1,798,383
  1. 建設改良費 1,128,283
  2. 借入金元金の返済 670,100
  
 不足額  △ 736,769

※資本的収入が資本的支出に不足する額は純利益や減価償却費などの内部留保
資金などで補てんしました。



活動報告

　毎年6月1日から6月7日まで、水道事業のＰＲが全国で行われる水
道週間。今年は市役所2階ロビーで上下水道に関する展示を、市内３
駅では口座振替推進キャンペーンを行いました。

市役所ロビーに展示しました

6月1日（水）～7日（火）

水道週間

　市オリジナルのデザインマンホールや
工事の様子、お子様向けの実験コーナー
など下水道に関する展示を新曽南庁舎で
行いました。実験コーナーのクイズはみん
な大正解でした。あまり馴染みのない下
水道ですが興味を持って頂けましたか？

ご存知ですか？ 9月10日は「下水道の日」です！

９月５日（月）～11日（日）

下水道に関する展示

　市では水道法に基づき、毎月水質検査を実
施し、水質の安全性を確認しています。検査結
果はホームページで公開しています。
ホームページ
https://www.city.toda.saitama.jp/site/
suidou/sui-sisetuka-suisitu-top.html

水質検査結果を公表しています

　安全で安定した水道水の供給や公衆衛生
の向上・浸水被害の軽減のため、市では水道
工事や下水道工
事を行っていま
す。工事場所につ
いては市のホー
ムページに掲載
してお知らせし
ています。

工事のご案内

　6月18日（土）に戸田市上下水道事業市
民フォーラム・施設見学会を開催しました。
　戸田市民大学認定講座である市民フォ
ーラム「これからの上下水道事業を公営企
業の視点から考える」には多くの方にご
参加いただきました。
　また、フォーラム終了後第2部では上下水道の施設見学会を行い、
普段見ることのできない施設の内部をご案内しました。

はじめての施設見学会です

6月18日（土）

戸田市上下水道事業市民フォーラム・施設見学会

　戸田市と上下水道事業包括委託の受託者である日立製作所・第一環
境・日立プラントサービス共同企業体は、10月
24日「災害等における緊急時の協力に関する
協定」を締結しました。この協定により、地震・そ
の他の災害や事故などの緊急時に、給水活動
の支援や、上下水道施設の復旧対応等への協力
を企業体に要請することが可能となりました。

災害対応力を強化しました

10月24日（月）
「災害等における緊急時の協力に関する協定」を締結

　西部浄水場（笹目2-23-25）・東部浄水場
（中町2-21-15）に応急給水拠点を示すお
知らせ案内を設置しました。この2つの浄水場
は災害が起きた際の給水拠点となります。

応急給水拠点のお知らせ

　6月1日から7月1日まで戸田市下水道使用
料の改定（案）についてパブリック・コメントを
実施しました。市民の皆さまから貴重なご意
見を合計10件いただきました。ありがとうご
ざいました。
　下水道使用料改定についての詳しい内容
については特集記事２～６ページをご覧くだ
さい。

戸田市下水道使用料の
改定パブリック・コメント

　笹目の荒川水循環センターで開催された
「下水道フェスタ」では、上下水道クイズ、
輪投げを行いました。クイズでは市が実施
した浸水対策工事や漏水調査について紹
介しました。

上下水道ブース 初出展！

10月15日（土）

荒川・下水道フェスタ2016

News & Topics
●戸田市上下水道部からニュースとお

知らせ

●今後も「信頼される上下水道事業」、「環境にやさしいクリーンな上下水道事業」を目指し、積極的な活動を実施していきます！！●今後も「信頼される上下水道事業」、「環境にやさしいクリーンな上下水道事業」を目指し、積極的な活動を実施していきます！！
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答え
次亜塩素注入設備
（西部浄水場）

市内の井戸から取水した水を消毒するための薬品（次亜
塩素酸ナトリウム）を注入する設備です。水道水はきちん
と消毒したものでなければいけないと水道法で定めら
れており、井戸水はこの設備によって安全な水になりま
す。注入を正確に行うためには、多数の計測機器やバル
ブが必要であり、このように複雑な配管になっています。

編集・発行
戸田市上下水道部
電子メール sui-gyomu@city.toda.saitama.jp
ホームページ https://www.city.toda.saitama.jp/site/suidou/

〒335-0026
戸田市新曽南3丁目1番5号 戸田市役所新曽南庁舎 4階
電話048-229-4606　FAX048-444-1609

　水道メーターは、使用水量を常に正確に測定するため、計
量法により8年以内に新しいメーターに交換することが義務
付けられています。そのため、市では水道メーターの交換を定
期的に行っています。水道メーターの交換は市が委託した業
者が事前にチラシ等でご案内してから行います。交換はご不
在時でも実施しますが、交換後に水が濁ったり、空気が混じっ
たりすることがありますので、通常の状態に戻るまで水を出し
てからご使用ください。（ご不明な点は水道施設課までご連絡
ください。）

　宅地内にある水道管はお客様の所有物のため、維持管理や修
理はお客様で行うことになります。漏水修理を行う場合は、戸田
市指定給水装置工事事業者に依頼してください。（水道メーター
より道路側で漏水している場合は、市が修理しますので水道施
設課までご連絡ください。）

　戸田市指定給水装置工事事業
者へ修理を依頼してください。ま
た、共同住宅などにお住まいの方
は、管理会社へ連絡してください。
※指定給水装置工事事業者一覧は、水
道施設課ホームページでご覧いただけ
ます。

水道施設課までご連絡くださ
い。

❶家中の蛇口を全部閉めましょう。
❷水道メーターの銀色のコマ（パイロットマーク）を確
認しましょう。
※コマが回っていたら家の中で漏水している可能性があります。

家の中などで漏水
【水道メーターから蛇口までの部分】

道路などで漏水
【水道メーターから道路側の部分】

戸田市指定給水装置工事事業者一覧  
https://www.city.toda.saitama.jp/site/suidou/sui-
sisetuka-siteikouji-list.html
水道施設課  ☎048-229-4638

修理費用はお客様の
負担となります。 戸田市で修理します。

ご家庭の漏水チェックをしましょう パイロットマーク

漏水を発見したときは？

水道メーターは交換が必要です

漏水は誰が修理するの？
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